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京
田
議

面

０
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１
０
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・
０
９
・
０
３
・
０
８

ま

藤

藤

中

井

奥

の
要
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
所

有
権
の
登
記
が
さ
れ
な
か
っ

た
。

今
回
と
同
じ
よ
う
な

土
地
は
市
内
に
あ
る
か
。

建
設
部
次
長

ま
だ
、
詳

し
く
は
把
握
し
て
い
な
い

が
、
法
人
、
個
人
の
開
発
に

よ
る
同
様
な
も
の
で

箇
所

ほ
ど
あ
る
。

今
後
も
、
開
発
業
者

に
よ
る
登
記
の
必
要
が

生
じ
る
の
か
。

都
市
計
画
課
長

現
在
は

市
が
帰
属
を
受
け
た
土
地

は
、
市
が
職
権
で
登
記
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

今
後
の
市
営
住
宅
施

策
の
展
望
は
。

助
役

現
時
点
で
は
、
新

た
に
住
宅
の
新
設
は
考
え
て

い
な
い
。
老
朽
化
し
た
も
の

は
建
て
替
え
、
現
行
の
戸
数

は
確
保
し
た
い
。

道
路
維
持
管
理
費
修

繕
料
が
減
額
さ
れ
て
い

る
が
、
内
容
は
。

土
木
課
長

道
路
維
持
費

の
中
で
、
修
繕
費
と
工
事
請

負
の
区
分
が
あ
り
、
今
回
補

正
し
た
部
分
は
、
工
事
請
負

費
の
分
で
あ
る
。

松
井
山
手
の
パ
チ
ン

コ
店
出
店
に
つ
い
て
、

開
発
者
に
対
す
る
、
地
元
協

議
の
指
導
は
行
っ
た
か
。

都
市
計
画
課
長

業
者
に

対
し
て
地
元
に
説
明
を
す
る

よ
う
指
導
し
て
い
る
。

三
山
木
区
画
整
理
事

業
は

年
度
完
了
予
定

と
聞
く
が
、
進
捗
状
況
は
。

建
設
部
次
長

年
度
末

で
進
捗
率
は

％
。

年
春

に
は
駅
前
広
場
等
の
完
成
を

目
指
し
た
い
。

◆
三
山
木
区
画
整
理
事
業
の

今
後
に
つ
い
て

区
画
整
理
区
域
内
に

公
共
施
設
の
設
置
、
特

に
文
化
施
設
が
必
要
で
あ
る
。

助
役

当
初
、
市
が
め
ざ

し
た
ま
ち
づ
く
り
は
社
会
情

勢
の
変
化
で
困
難
で
あ
る

が
、
ウ
ェ
ル
サ
ン
ピ
ア
の
問

題
も
含
め
、
ま
ち
づ
く
り
の

コ
ア
と
な
る
施
設
は
行
政
の

責
任
で
設
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

◆
携
帯
電
波
塔
の
建
設
協
議

に
つ
い
て電

波
塔
は
、
市
と
し

て
は
許
可
権
が
な
い
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
今
後
２

倍
程
の
増
設
が
予
想
さ
れ
る
。

関
係
業
者
と
の
協
議
が
必
要
。

助
役

現
時
点
で
は
、
国

の
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る

の
で
、
規
制
は
難
し
い
が
、

市
民
の
安
全
等
の
面
か
ら
指

導
で
き
る
事
項
を
検
討
し
て

い
き
た
い
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
上
田
登
委
員
長
‥
７
人
）

は

月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
公
共
事
業
発
注
の
検

討
内
容
に
つ
い
て
の
調
査
を

実
施
し
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

最
近
の
入
札
制
度
の

現
状
と
改
革
の
見
通
し

は
。建

設
部
次
長

年
度
に

市
内
業
者
を
対
象
と
し
た
土

木
建
築
工
事
に
つ
い
て
条
件

付
き
一
般
競
争
入
札
を
導

入
。
予
定
価
格
、
最
低
制
限

価
格
の
事
前
公
表
も
実
施
。

そ
の
後
、
７
０
０
万
円
以
上

の
工
事
は
工
事
費
内
訳
書
の

提
出
を
必
須
と
し
た
。
今
年

度
は
７
０
０
万
円
を
２
５
０

万
円
に
引
き
下
げ
、
指
名
停

止
基
準
の
改
正
等
も
実
施
。

市
民
公
募
に
よ
る
入

札
審
査
委
員
会
の
設
置

は
考
え
な
い
の
か
。

建
設
部
次
長

当
面
、
設

置
す
る
考
え
は
な
い
。

扶
養
手
当
も
支
給
額
を
改
定

平
成

年

月

日
に
開

会
し
た
平
成

年
第
２
回
臨

時
会
に
お
い
て
、
市
長
か
ら

人
事
院
勧
告
に
基
づ
く
給
与

や
期
末
手
当
な
ど
の
改
定
、

市
長
な
ど
の
特
別
職
の
報
酬

改
定
な
ど
の
条
例
改
正
案
４

件
が
提
出
さ
れ
、
す
べ
て
可

決
し
ま
し
た
。

改
正
の
主
な
内
容
は
、
議

員
に
つ
い
て
は
期
末
手
当
の

年
間
支
給
割
合
を
０
・

月

引
き
上
げ
３
・

月
と
す
る

も
の
。
特
別
職
や
水
道
事
業

管
理
者
に
つ
い
て
は
期
末
手

当
の
年
間
支
給
割
合
を
０
・

月
引
き
上
げ
４
・

月
と

す
る
も
の
。
ま
た
、
職
員
の

給
料
も
国
に
準
じ
て
平
均
０

・
３
％
引
き
下
げ
、
扶
養
手

新設した市営住宅三山木団地

当
に
つ
い
て
は
、
配
偶
者
に

係
る
支
給
月
額
を
現
行

１

万
３
千
５
百
円

を

１
万

３
千
円

に
改
定
し
、
勤
勉

手
当
に
つ
い
て
は
、
本
年
度

か
ら
年
間
支
給
割
合
を
０
・

月
引
き
上
げ
、
１
・

月

と
す
る
も
の
。

建
設
経
済
常
任
委
員
会

（
上
田
登
委
員
長
‥
７
人
）

は

月

日
に
委
員
会
を
開

会
し
、
付
託
さ
れ
た
議
案
１

件
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

審
査
を
行
っ
た
内
容
及
び

結
果
は
次
の
と
お
り
。

◆
議
案
第

号

京
田
辺
市

営
住
宅
の
設
置
及
び
管
理
に

関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に

つ
い
て【

賛
成
全
員
‥
可
決
】

市
営
住
宅
三
山
木
団
地
及

び
関
連
の
駐
車
場
に
つ
い
て

そ
の
位
置
を
定
め
た
も
の
。

入
居
者
の
所
得
や
家

族
構
成
に
毎
年
変
化
が

生
じ
る
と
考
え
る
が
、
確
認

方
法
は
。

施
設
用
地
課
長

入
居
者

か
ら
毎
年
申
告
に
基
づ
き
、

家
族
構
成
も
含
め
調
査
し
て

い
る
。

今
回
付
設
さ
れ
る
駐

車
場
の
料
金
は
。

施
設
用
地
課
長

入
居
時

に
千
円
か
ら
始
ま
り
平
成

年
に
４
千
円
と
い
う
ス
ラ
イ

ド
式
の
徴
収
方
法
を
考
え
て

い
る
。

訴訟の対象となる公園用地（河原西久保田）

１
月

日
に
議
員
研
修
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

今
回
は
鴨
川
法
律
事
務
所

の
弁
護
士
、
山
崎
浩
一
氏
を

迎
え
、

電
磁
波
問
題
の
現

状
と
今
後
の
見
通
し
に
つ
い

て

を
サ
ブ
テ
ー
マ
に
、
電

磁
波
が
人
体
に
与
え
る
影
響

や
諸
外
国
の
取
り
組
み
事
例

の
紹
介
な
ど
、
電
磁
波
を
め

ぐ
る
様
々
な
問
題
に
つ
い
て

研
修
を
行
い
ま
し
た
。

補

正

予

算

補

正

予

算

臨時会

地方の道路整備の促進と財源の確保に関する意見書
道路は、国民生活や経済・社会活動を支えるもっと
も基礎的な社会基盤であり、道路網の一層の整備は、
広域的な地域間連携、文化交流、商圏の拡大等を促す
とともに、活力と魅力ある地域づくり、安全で快適な
環境づくりを推進するために必要不可欠である。
京田辺市では、幹線道路から市民の日常生活を支え
る生活道路の整備まで、安全で快適な道路網の整備を
鋭意推進しているところであるが、市道の改良率は

％と未だ低い状況にある。さらに、市域の核とな
る駅周辺地区の道路整備についても推進している途上
であり、道路特定財源を超える多額の一般財源を充当
し整備を行っている地方の実情を認識されるべきであ
る。
よって、国におかれては、道路特定財源の見直し議
論がなされる中、制度の趣旨を踏まえ、地方における
着実な道路整備に向けて、地方への安定的な財
源を措置されるよう強く要望する。

看護職員等の大幅増員を求める意見書
高齢化社会の中で、医療・福祉、社会保障の充実は
国民的な要求となっている。しかし、医療現場は、患
者の高齢化・医療の高度化・ 化が進み、急激に変
化しつつある。さらに、入院日数の短縮、混合診療導
入、患者負担の増大などの医療制度改革により、患者
が安心して受診、入院できる状況になっていない。
このような状況の中、医療に従事する職員は、慢性
疲労状態で、自らの健康と医療事故の不安を抱え、常
に辞めたいと思いながら働いている。こうした状況を
放置すれば、医療職員の心身を守れないだけでなく、
国民に提供する医療の水準に重大な影響を及ぼしかね
ない。
この背景には、医療・介護職員の配置基準が長年低
いままで据え置かれ続けられており、アメリカや
諸国などと比較しても、２分の１、３分の１程度とい
う医師・看護師などの人員配置基準となっているから
である。また、診療報酬・介護報酬が、医療・福祉現
場で働く職員の人件費を適切に評価していないことな
どにより、医療・介護職員の賃金水準が他産業平均と
比較して低い実態にあり、安全を守るコストなどを含
めた増員確保のための財源保障が必要である。
よって政府は、看護職員等の大幅増員を実現し、安
全で行き届いた医療・看護・介護を守るように以下の
項目を強く要望する。

記
現在策定中の看護職員需給見通しについて、
現場での大幅増員を保障する内容に充実する
こと。
看護職員等の確保対策・予算を拡充すること。

否決の意見書
・定率減税の継続を求める意見書

講演する山崎浩一弁護士

年（平成 年） 月 日

建設が進む三山木地区特定区画整理事業




